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知事が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

（平成１６年福島県規則第７５号）

（指定管理者指定申請書等）

第１条 福島県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年福島

県条例第６８号。以下「条例」という。）第２条の申請書は、指定管理者指定申請書

（様式第１号）とする。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類

(5) 申請の日の属する事業年度の開始日の直前三年の各事業年度の貸借対照表、損

益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

(6) 申請の日の属する事業年度の開始日の直前三年の各事業年度の事業報告書その

他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(7) その他知事が定める書類

（事業報告書）

第２条 条例第５条の事業報告書は、事業報告書（様式第２号）とする。

（変更届出書）

第３条 条例第６条の規定による変更の届出は、変更届出書（様式第３号）により行

うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１６年法律第

１２４号。以下「整備法」という。）第５３条第５項の規定によりなおその効力を有

することとされている整備法第５２条の規定による改正前の商業登記法（昭和３８

年法律第１２５号）第１１条第１項の規定により交付された登記簿の謄本は、改正

後の知事が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則第１条第２

項第３号の登記事項証明書とみなす。

附 則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
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様式第１号（第１条関係）

指定管理者指定申請書

年 月 日

福島県知事

申請者 住所又は主たる事務所の所在地

名称及び代表者の氏名 ○印

下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けたいので、福島県公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条の規定により申請します。

記

公の施設の名称

添付書類

１ 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書

２ 定款、寄附行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類

３ 法人にあっては、登記事項証明書

４ 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類

５ 申請の日の属する事業年度の開始日の直前３年の各事業年度の貸借対照表、

損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

６ 申請の日の属する事業年度の開始日の直前３年の各事業年度の事業報告書そ

の他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

７ その他知事が定める書類

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。
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様式第２号（第２条関係）

事業報告書

年 月 日

福島県知事

申請者 住所又は主たる事務所の所在地

名称及び代表者の氏名 ○印

公の施設の管理の業務について、地方自治法第２４４条の２第７項又は福島県公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条第２項ただし書の規定により、

下記のとおり報告します。

記

１ 公の施設の名称

２ 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項

３ 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項

４ 管理に係る経費の収支状況に関する事項

５ その他知事が定める事項

備考

１ 必要に応じ、別紙を作成し、添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。
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様式第３号（第３条関係）

変更届出書

年 月 日

福島県知事

申請者 住所又は主たる事務所の所在地

名称及び代表者の氏名 ○印

下記のとおり変更したので、福島県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例第６条の規定により届け出ます。

記

１ 公の施設の名称

２ 変更した事項及び内容

３ 変更年月日 年 月 日

備考

１ 必要に応じ、別紙を作成し、添付すること。

２ 変更の事実を証する書面を添付すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。


